
千葉市条例第６８号 

   千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （教育職員の教職調整額の支給等）  （教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 教育職員（管理職手当を受ける者

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

を除く。以下この条及び第５条において

同じ。）のうちその属する職務の級が千

葉市職員の給与に関する条例（昭和２６

年千葉市条例第３６号。以下「給与条

例」という。）別表第２の教育職給料表

の１級、２級又は３級である者には、そ

の者の給料月額の１００分の４○に相当

する額の教職調整額を支給する。 

２・３［略］ 

 

附 則 

２ 平成２９年４月１日から平成３０年３

月３１日までの間における教育職員に関

する第４条第１号の規定の適用について

は、同号中「及び第２０条の７」とある

のは、「、第２０条の７及び附則第３項

から第５項まで」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 教育職員（管理職手当を受ける者

及び指導改善研修被認定者（教育公務員

特例法（昭和２４年法律第１号）第２５

条第１項の規定による認定を受けた者で

あって、当該認定の日から同条第４項の

認定の日までの間にあるものをいう。）

を除く。以下この条及び第５条において

同じ。）のうちその属する職務の級が千

葉市職員の給与に関する条例（昭和２６

年千葉市条例第３６号。以下「給与条

例」という。）別表第２の教育職給料表

の１級、２級又は３級である者には、そ

の者の給料月額の１００分の１０に相当

する額の教職調整額を支給する。 

２・３［略］ 

 

附 則 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第

３条第１項の規定の適用については、同

項中「１００分の１０」とあるのは、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月１日

から同年１２月 

３１日まで 

１００分の５ 

令和９年１月１日

から同年１２月 

３１日まで 

１００分の６ 

令和１０年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１００分の７ 

 



 

 

 

 

 

 

 

３ 給与条例附則第１７項（同条例○附則

第１８項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定の適

用を受ける職員の教職調整額について

は、第３条第１項の規定にかかわらず、

当分の間、給与条例附則第１７項の規定

により算出された額の１００分の４○に

相当する額を支給する。 

 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項ま

での規定による給料を支給される職員の

教職調整額については、第３条第１項及

び前項の規定にかかわらず、当分の間、

給与条例附則第１７項の規定により算出

された額と給与条例附則第２１項から第

２４項までの規定による給料の額との合

計額の１００分の４○に相当する額を支

給する。 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与条例附則第１７項（給与条例附則

第１８項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定の適

用を受ける職員の教職調整額について

は、第３条第１項の規定にかかわらず○

○○○○、給与条例附則第１７項の規定

により算出された額の１００分の１０に

相当する額を支給する。 

 

４ 給与条例附則第２１項から第２４項ま

での規定による給料を支給される職員の

教職調整額については、第３条第１項及

び前項の規定にかかわらず○○○○○、

給与条例附則第１７項の規定により算出

された額と給与条例附則第２１項から第

２４項までの規定による給料の額との合

計額の１００分の１０に相当する額を支

給する。 

 

５ 附則第２項の表の左欄に掲げる期間に

おける附則第３項及び前項の規定の適用

については、附則第３項及び前項中 

「１００分の１０」とあるのは、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。   

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 （義務教育等教員特別手当）  （義務教育等教員特別手当） 

第２０条の５［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、

８，０００円を超えない範囲内で、職務

の級及び号給（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、職務の級）の別に応じ 

第２０条の５［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、

８，６００円を超えない範囲内で、職務

の級及び号給（定年前再任用短時間勤務

職員にあっては、職務の級）の別に応じ 

 

令和１１年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１００分の８ 

令和１２年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１００分の９ 

 



て○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、規則で定める。 

３～５［略］ 

 

○○○附 則 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ 

 表［略］ 

 備考 

  １［略］ 

    この表の適用を受ける職員のう

ち、その職務の級が４級である職員

の給料月額は、この表の額に７， 

５００円○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○を加算した額とす

る。 

て、校務類型（規則で定める校務の種類を

いう。）に係る業務の困難性その他の事

情を考慮して、規則で定める。 

３～５［略］ 

 

○○○附 則 

 （教育職の給料の額の特例措置） 

28 令和８年１月１日から令和１２年１２

月３１日までの間における別表第２備考

第２項の規定の適用については、附則別

表第３の左欄に掲げる期間の区分に応

じ、同項中「３１，７００円」とあるの

はそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、

「２４，２００円」とあるのはそれぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

附則別表第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ 

表［略］ 

備考 

１［略］ 

    この表の適用を受ける職員のう

ち、その職務の級が４級である職員

の給料月額は○この表の額に３１，

７００円を、その職務の級が５級で

ある職員の給料月額はこの表の額に

２４，２００円を加算した額とす

る。   

 

２ ２ 

令和８年１月１日

か ら 同 年 １ ２ 月 

３１日まで 

１ １，

５００

円 

４ ，

０００

円 

令和９年１月１日

か ら 同 年 １ ２ 月 

３１日まで 

１５，

６００

円 

８ ，

１００

円 

令和１０年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

１９，

６００

円 

１２，

１００

円 

令和１１年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

２３，

６００

円 

１６，

１００

円 

令和１２年１月１

日から同年１２月

３１日まで 

２７，

７００

円 

２０，

２００

円 

 



 （千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （特殊勤務手当の区分）  （特殊勤務手当の区分） 

第２条 特殊勤務手当は、次のとおり区分

する。 

（１）～（19）［略］ 

（20）多学年学級を担当する職員の特殊勤

務手当 

（21）～（29）［略］ 

 

 （教員特殊業務に従事する職員の特殊勤

務手当） 

第１０条 教員特殊業務に従事する職員の

特殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与

等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号)第３条第１項の規

定により、教職調整額の支給を受ける者

（第１１条の２において「教育職員」と

いう。）が、次に掲げる業務に従事した

場合において、当該業務が心身に著しい

負担を与えると千葉市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）が認める程度

におよぶときに支給する。 

（１）～（４）［略］ 

 

（多学年学級を担当する職員の特殊勤

務手当） 

第１１条の２ 多学年学級を担当する職員

の特殊勤務手当は、小学校又は中学校の

２以上の学年の児童又は生徒で編制され

ている学級を担当する教育職員のうち、

規則で定める者が、当該学級における授

業又は指導に従事したときに支給する。 

 

第１１条の３［略］ 

 

 （災害時における外勤作業に従事する職

員の特殊勤務手当） 

第１８条 災害時における外勤作業に従事

第２条 特殊勤務手当は、次のとおり区分

する。 

（１）～（19）［略］ 

［削る］ 

 

（20）～（28）［略］ 

 

 （教員特殊業務に従事する職員の特殊勤

務手当） 

第１０条 教員特殊業務に従事する職員の

特殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与

等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号)第３条第１項の規

定により、教職調整額の支給を受ける者

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○が、次に掲げる業務に従事した

場合において、当該業務が心身に著しい

負担を与えると千葉市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）が認める程度

に及ぶ○ときに支給する。 

（１）～（４）［略］ 

 

 

 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

第１１条の２［略］ 

 

 （災害時における外勤作業に従事する職

員の特殊勤務手当） 

第１８条 災害時における外勤作業に従事



する職員の特殊勤務手当は、職員が災害

（災害対策基本法（昭和３６年法律第 

２２３号）第２３条第１項又は第２３条

の２第１項の規定に基づき災害対策本部

が設置された災害その他市長がこれに準

ずると認める災害をいう。次条及び別表

第２（２８）の項において同じ。）が発

生した際に屋外（本市の区域内に限

る。）で行う作業で規則で定めるものに

従事したときに支給する。 

 

 （特殊勤務手当の額） 

第１９条［略］ 

２［略］ 

３  地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定に

より採用された職員（別表第２（２１）

の項において「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）の月額の特殊勤務手当

（第３条から前条までに規定する特殊勤

務手当のうち、その額が別表第２の規定

により月額で定められている特殊勤務手

当をいう。）の額は、第１項の規定にか

かわらず、同項の規定により定められた

特殊勤務手当の額に、勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項の規定により定

められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

 

別表第２ 

区分 支給対象

細別 

支給額 

［略］ 

（18）教

員特

殊業

務に

従事

する

職員

の特

殊勤

務手

当 

［略］ 

第１０条

第１号イ

及びウの

業務 

日 額  ７ ， 

５００円 

［略］ 

する職員の特殊勤務手当は、職員が災害

（災害対策基本法（昭和３６年法律第 

２２３号）第２３条第１項又は第２３条

の２第１項の規定に基づき災害対策本部

が設置された災害その他市長がこれに準

ずると認める災害をいう。次条及び別表

第２（２７）の項において同じ。）が発

生した際に屋外（本市の区域内に限

る。）で行う作業で規則で定めるものに

従事したときに支給する。 

 

 （特殊勤務手当の額） 

第１９条［略］ 

２［略］ 

３  地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第２２条の４第１項の規定に

より採用された職員（別表第２（２０）

の項において「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）の月額の特殊勤務手当

（第３条から前条までに規定する特殊勤

務手当のうち、その額が別表第２の規定

により月額で定められている特殊勤務手

当をいう。）の額は、第１項の規定にか

かわらず、同項の規定により定められた

特殊勤務手当の額に、勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項の規定により定

められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

 

別表第２ 

区分 支給対象

細別 

支給額 

［略］ 

（18）教

員特

殊業

務に

従事

する

職員

の特

殊勤

務手

当 

［略］ 

第１０条

第１号イ

及びウの

業務 

日 額  ８ ， 

０００円 

［略］ 



［略］ ［略］ ［略］ 

（20）多

学年

学級

を担

当す

る職

員の

特殊

勤務

手当 

多学年学

級の担当

業務 

日額  ２９０

円 

（21）～（29）［略］ 

 備考［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［削る］ ［削る］ 

（20）～（28）［略］ 

 備考［略］   

附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前

に教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定

による認定を受けた者であって、施行日の前日までに同条第４項の認

定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に

対する千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第３条第１項

の規定による教職調整額並びに千葉市職員の給与に関する条例の規定

による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第１条の

規定による改正後の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例

第３条第１項及び第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令和元

年千葉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。 

 

 

改正前 改正後 

 （特殊勤務手当） 

第１２条  会計年度任用職員の特殊勤

務手当は、常勤職員の例（千葉市職

員の特殊勤務手当支給条例（昭和 

３７年千葉市条例第２４号）第２条

第２１号の特殊勤務手当は、その属

する職務の級が給与条例別表第２の

給料表の１級である職員（特定任期

付職員を除く。）の例)により支給す

る。 

 （特殊勤務手当） 

第１２条  会計年度任用職員の特殊勤

務手当は、常勤職員の例（千葉市職

員の特殊勤務手当支給条例（昭和 

３７年千葉市条例第２４号）第２条

第２０号の特殊勤務手当は、その属

する職務の級が給与条例別表第２の

給料表の１級である職員（特定任期

付職員を除く。）の例)により支給す

る。 

 


